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大分県立病院院内保育園運営業務委託に係る

公募型プロポーザル募集要項

大分県立病院では、職員が安心して業務に専念できる環境整備の一環として、院内保育園

及び病児保育室を設置しております。

その施設の運営業務を委託するにあたり、効率的かつ安全・安心で充実したサービスを

提供できる保育園運営実績や遂行能力を持つ民間事業者等を選定するため、次により公募型

プロポーザルを実施します。

１ 委託業務の概要等

（１） 委託業務名

大分県立病院院内保育園運営業務委託

（２） 委託業務内容

「大分県立病院院内保育園運営業務委託」仕様書（以下「仕様書」という。）のと

おり

（３） 委託業務の場所

所在地

大分県大分市豊饒二丁目７番３号（大分県立病院敷地内）

（４） 委託業務の期間

令和３年４月１日から令和８年３月３１日（５年間）

２ 応募資格

本プロポーザルに参加しようとする法人（以下「参加者」という。）に必要な資格は、

良質な保育の内容を継続的に確保する観点から，次のとおりとする。

（１）参加資格条件

次に掲げる条件を全て満たしていること。

① 法人を設立して５年以上経過しており、財政状況、損益状況及び資金状況が

良好であること。

② 都道府県税、法人税の滞納がないこと。

③ ０歳児から５歳児までを保育する定員５０名以上の病院内保育施設（業務委託

契約による運営も含む。）の良好な運営実績が３年以上あり、現在も継続してい

ること。

④ 病院内保育施設（業務委託契約による運営も含む。）における病児保育（病児

保育は定員２名以上のもの）、夜間保育の良好な運営実績が３年以上あり、現在

も継続していること。

⑤ 急遽、保育職員の補充が必要となった場合等に速やかに人員確保できる状態に

あること。
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（２）参加者の制限

下記に該当する者は参加できない。

なお、資格要件確認のため、大分県警察本部に照会する場合があります。

① 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定に該当する

もの。

※地方自治法施行令第第 167条の 4

普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の

各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。

一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者

二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 （平成三年法律第七

十七号）第三十二条第一項 各号に掲げる者

２ 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のい

ずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定

めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人そ

の他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

一 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又

は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。

二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正

な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。

三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた

とき。

四 地方自治法第二百三十四条の二第一項 の規定による監督又は検査の実

施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。

五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。

六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の

請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。

七 この項（この号を除く。）の規定により一般競争入札に参加できないこ

ととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人そ

の他の使用人として使用したとき。

② 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）

等の規定に基づき更生又は再生手続きをしているもの。

① 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77

号）第 2条第 2項に規定する暴力団をいう）又はその構成員（暴力団の構成団体

の構成員を含む）もしくは暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過しない

ものの統制下にある団体。
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３ 応募の方法

「大分県立病院院内保育園運営業務委託事業プロポーザル実施要綱の別紙４に示す関

係書類を添付して提出してください。

なお、提案書等の作成・提出に要する経費は、当方では負担しませんので、あらかじめ

ご承知願います。

（１）提出期限

令和３年１月１９日（火）

メール（電子媒体）または郵送により提出してください。

郵送（配達記録郵便又は簡易書留郵便に限る）の場合は、提出期限日の消印有効。

持参は不要。（新型コロナウイルスの感染拡大防止のため。）

（２）最優秀提案者の決定と委託業者の決定

新型コロナウイルスの感染拡大防止のためプレゼンテーションは行わず書類審査

とし、審査会を経て最優秀提案者を決定します。

その後、最優秀提案者として選定された者を優先交渉権者として契約締結の交渉を

行います。ただし、当該交渉が不調の時は、順位付けを行った上位の者から順に契約

締結の交渉を行うものとします。

委託業者の決定は、令和３年１月２６日(火)に行う予定です。

（３）プロポーザル参加申込兼企画提案書（要項別紙１）等の提出及び問い合わせ先

〒８７０-８５１１ 大分県大分市豊饒二丁目8番1号

大分県立病院 総務経営課 担当：橋本

電話：０９７－５４６－７７１２ FAX ０９７－５４６－０７２５

E-mail：a80100@pref.oita.lg.jp


